
 

工事完了検査 

［都市計画法］ 

確認期間２週間程度 正本・副本の２部提出 

特定開発事業事前届出書 

特定開発事業確認申請書 

工事着手 

開発計画概要書 

審査期間２週間程度 

 
 

都市計画法３２条協議 

許可 

標識設置届出書 

説明会等結果報告書 施設管理者等との 
協議経過を示す書面 

標準処理期間内に確認できない旨の通知 

特定開発事業確認済証 特定開発事業不適合通知 

確認済証未交付のものについての工事着手制限 工事着手不可 

特定開発事業工事完了届出書 

工事完了検査済証 

 
 

施設管理者等との協議 

 
確認審査 

 
まちづくりの基準に適合していること 
標識設置届が提出されていること 

説明会等結果報告書が提出されていること 

確認済証の交付 

公共施設管理者からの 
同意・協議済み証 

事前相談・適用に関する照会等 

勧告・命令・公表 

罰則 

従わない場合 

事業計画の概要標識設置 特定開発事業協議書 

１４日間の周知期間の後

近隣住民説明会等 

条条例例・・許許可可事事務務手手続続フフロローー

都市計画法２９条許可を要するもの 

特定開発事業 開発区域が５００㎡以上のもの 

開発許可申請 

 

工事完了届未提出のものへの指導 

建築確認を要する場合は許可後建築確認を受け工事着手

確認済証未交付のものについての工事の停止・中止 

基準不適合のものへの是正指導 


